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はじめに 

 

世田谷区立守山小学校は 1933 年（昭和 7年）に東京府東京市守山尋常小学校として開校

し、長い間、地域のコミュニティ拠点および防災拠点としての役割を担ってきました。 

 世田谷区では、守山小学校と東大原小学校の統合に伴う、守山小学校の「後利用」につ

いて、これらの小学校が担ってきた役割を継続することを基本に、既存施設の活用を前提

とした検討を地域の皆さんと行ってきました。 

本構想は「守山小学校後利用方針」に基づき整備が進められる「（仮称）守山複合施設」

の施設機能及び配置、運営などについて、施設利用者となる地域住民の意見を踏まえた、

施設整備の方針を示すことを目的としています。 

 

ここに至るまでの関係各位のご努力に感謝申し上げるとともに、この基本構想に基づき、

「（仮称）守山複合施設」がこれまで以上に地域コミュニティの拠点となり、地域に親しま

れる施設として生まれ変わることができるよう、より一層の関係各位のご理解とご協力を

お願いします。 
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第１章 基本構想策定の概要 

 

１－１.基本的な考え方（施設整備の目的） 

  

平成 25 年 12 月から平成 26 年 10 月までの期間に、計 5 回実施された守山小学校後利用

検討ミーティングと、その報告会を経てまとめられた「守山小学校後利用方針」の基本的な

考え方は、以下の５点である。 

 

①守山小学校の既存校舎を壊さず、引き続き活用できるようにする。 

②地域の防災の拠点とする。 

③近隣の「大原保育園」「大原福祉作業所」を移転・整備する。 

④高齢者をはじめ、周辺住民が気軽に集い、多世代の住民が交流できる場とする。 

⑤中長期的には、守山小学校周辺を含めた代田地区の街づくりを進め、改めて考えて 

いく。 

 

１－２．計画の経緯 

 

本基本構想策定に至るまでの主な経緯を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 12 月～平成 26 年 10 月 

守山小学校後利用検討ミーティング 

地域の皆さんに呼びかけ、ワークショップ形式で計 5 回実施 

 

平成 27 年 7 月 

「守山小学校後利用検討ミーティング」での提案を踏まえ、守山 

小学校後利用方針（素案）を作成。説明会・区民意見募集を経て、 

「守山小学校後利用方針」を策定 

平成 27 年 11 月～平成 28 年 9 月 

（仮称）守山複合施設基本構想策定 
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１－３．今後のスケジュール 

 

本基本構想策定後、施設開設までの設計・工事に関する主なスケジュールを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、小学校に関する主なスケジュールを以下に示す。 

平成28年4月

守山小学校と東大原小学校を統合し、下北沢小学校を開設

下北沢小（旧東大原小の位置）の建設工事期間中（平成28年度・

平成29年度）は、旧守山小学校舎を下北沢小の仮校舎として使用

平成30年4月～

建設が完了した下北沢小学校舎（旧東大原小の位置）を新校舎として使用

平成27年11月～平成28年9月

（仮称）守山複合施設基本構想策定

平成28年度

基本設計、建築基準法第48条等の許可取得、条例手続き等

平成29年度

実施設計

平成30年4月～

改修工事

平成31年度以降

（仮称）守山複合施設開設
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１－４．検討体制及び検討の経過 

 

基本構想検討にあたっては、地域住民代表 5 名、区職員 5 名からなる基本構想検討委員

会を組織し、検討委員会を開催するとともに、地域住民を対象とした中間報告会を以下の

とおり実施した。 

 

【検討の経過】 

第１回検討委員会 

日時：平成 27 年 11 月 12 日（木）午後 7 時～ 

議題：基本構想検討委員会の目的・検討内容・流れ、施設整備の基本方針確認、施設諸室

意見交換等 

 

第 2回検討委員会 

日時：平成 27 年 12 月 22 日（火）午前 10 時～ 

議題：必要諸室機能、ゾーニングの検討、体育館意見交換等 

 

第 3回検討委員会 

日時：平成 28 年 1 月 29 日（金）午前 10 時～ 

議題：施設のゾーニング案の検討、卒業製作等の取り扱い方針の検討等 

 

中間報告会 

日時：平成 28 年 3 月 17 日（木）午後 7 時～ 

議題：これまでの経緯、今後のスケジュール、（仮称）守山複合施設の施設機能等 

 

第 4回検討委員会 

日時：平成 28 年 4 月 14 日（木）午前 10 時～ 

議題：中間報告会のまとめ、施設のゾーニング案の検討、施設運営形式の検討等 

 

第 5回検討委員会 

日時：平成 28 年 7 月 25 日（月）午後 6 時～ 

議題：「（仮称）守山複合施設基本構想（案）」の検討、施設開設に向けての課題整理等 

 

基本構想（案）説明会 

日時 未定 
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第２章 現状分析 

２－１．敷地条件 

（１） 計画地概要 

 計画敷地は、旧守山小学校跡地で世田谷区北沢地域新代田地区のほぼ中央に位置してお

り、周辺は第一種低層住居専用地域で閑静な住宅地となっている。周辺には新代田まちづ

くりセンターや代田区民センター等の公共施設や、京王井の頭線新代田駅・環状七号線等

の交通施設がある。移転予定の大原福祉作業所及び大原保育園も近接している。 

地区内には豊かな緑やまとまった広場がある羽根木公園があるが、本計画地とは比較的

離れており、計画地周辺にはまとまった広場は見られない。学区内での位置関係に着目す

ると、旧守山小学校区においては東に位置していたが、下北沢小学校区においては中央付

近に位置することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画敷地周辺概要図  
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（２）計画敷地および敷地周辺の状況 

計画敷地西側と東側は民地に接しており、北側と南側は道路に接している。敷地内及び

敷地周辺には高低差がある。 

 

ア．北側：区道 

旧守山小学校の通用門が面した道路である。現 

  状幅員は 3.70ｍで、建築基準法上の第 42 条 2 項 

道路である。道路沿いの計画敷地内には大小 10 

本程度の樹木が植わっている。 計画敷地と高低 

差があり、道路側が最大で約 2ｍ下がっている。 

通用門前から東側を見る 

 

イ．東側：民地 

東側は民地で、計画敷地から約 2～4.5ｍ下がっ 

  ており、主に住宅が立ち並んでいる。 

 

 

 

東側住宅地内道路より校舎を見る 

 

ウ．南側：区道 

   環状七号線と東側の住宅地を結ぶ道路で、旧守 

山小学校の正門が面している。現状幅員は 3.5ｍ 

で、建築基準法上の第 42 条 2 項道路である。道 

路沿いの計画敷地内には大小 10 本程度の樹木が 

植わっており、緑豊かな景観をつくりだしている。 

自動車の交通量は比較的少ない。         正門付近より東側を見る 

 

エ．西側：民地 

ネットフェンス及び塀を挟んで住宅地となって 

いる。計画敷地と高低差があり、計画敷地側が約 

1～2ｍ下がっている。 

 

 

                          敷地南西角より西側民地を見る 



- 6 - 

 

２－２．建物現状 

（１） 概要 

建築面積  ：2,059.03 ㎡ 

延床面積  ：校舎棟 2,938.54 ㎡ 体育館棟 1,366.20 ㎡ その他 194.59 ㎡ 

合計 4,424 ㎡ 

構造    ：校舎棟-鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建、体育館棟／鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

耐火・準耐火：耐火建築物 

最高の高さ ：11.870ｍ 

軒高    ：11.250ｍ 

基礎    ：杭基礎 

築年    ：昭和 38 年～昭和 44 年 

主な工事履歴：平成 16 年大規模改修工事 

       平成 19 年耐震補強工事 

 

※記載の面積は、区が平成 27 年 10 月に実施した「世田谷区立守山小学校許可取得

時現況調査 調査結果報告書」に記載の既存建物の面積である。 

 

（２） 現状建物の様子 

 

校舎棟 

 

 

 

 

 

校舎棟外観             普通教室              廊下 

 

 

体育館棟 

 

 

 

 

 

体育館棟外観            工作室               体育館 
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２－３．移転機能等の現状 

（１） 区立大原保育園 

所在地 ：世田谷区大原一丁目 23 番 13 号 

敷地面積：829.51 ㎡ 

延床面積：705.11 ㎡ 

構造規模：鉄筋コンクリート造地上 3 階建の 1・2 階部分で運営 

築年  ：昭和 46 年 

概要  ：大原福祉施設の 1・2 階部分を利用して運営を行っている。 

認可定員 60 名（ほか、定期利用保育 定員２４名）。 

同施設内の福祉作業所とは日常的に交流しており、避難訓練や行 

事等を共に実施している。 

 

現況施設面積概要 

部屋名 面積 

1 歳児保育室 2 室(認可定員 9 名) 58 ㎡ 

2 歳児保育室(認可定員 9 名) 38 ㎡ 

3 歳児保育室(認可定員 14 名) 35 ㎡ 

4 歳児保育室(認可定員 14 名) 34 ㎡ 

遊戯室兼 5 歳児室(認可定員 14 名) 63 ㎡ 

定期利用保育諸室 275 ㎡ 

事務室 33 ㎡ 

調理室 28 ㎡ 

職員更衣室 23 ㎡ 

園庭 182 ㎡ 
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（２） 大原福祉作業所 

所在地 ：世田谷区大原一丁目 23 番 13 号 

敷地面積：829.51 ㎡ 

延床面積：384.46 ㎡ 

構造規模：鉄筋コンクリート造地上 3 階建の 3 階(一部 2 階)で運営 

築年  ：昭和 46 年 

概要  ：指定就労継続支援 B 型事業所として、利用者が自立した日常生活及び 

社会生活を営むことができるように、生産活動・その他の活動の機会を 

提供し、適切かつ効果的な支援を行う。クッキーやコーヒー等の食品製 

造及び絵葉書等の製造を行っている。現在の定員は 26 名。 

 

現況施設面積概要 

部屋名 面積 

作業室 135.14 ㎡ 

作業室(別作業用) 39.14 ㎡ 

作業室(食品製造) 43.73 ㎡ 

女子更衣室 9.93 ㎡ 

男子更衣室 9.93 ㎡ 

男子便所 14.10 ㎡ 

女子便所 14.10 ㎡ 

事務室 33.88 ㎡ 

食堂 43.37 ㎡ 

休憩室 11.78 ㎡ 

給湯室 8.85 ㎡ 

倉庫 20.51 ㎡ 

 

（３） 区防災倉庫等 

所在地 ：旧守山小学校敷地内 

床面積 ：30.00 ㎡×１、11.78 ㎡×1、7.36 ㎡×1 合計 49.14 ㎡ 

概要  ：既存不適格建築物に格納されているため、法適合建物内に移設し、既 

存建物は撤去する必要がある。 

 

（４） 消防水利 

所在地 ：旧守山小学校敷地内 

現況  ：防火水槽 40t（校庭地下）、プール 250t 
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第３章 施設整備の基本方針 

３－１．守山小学校後利用方針 

 

旧守山小学校後利用の方向性について地域の方々から意見を伺うワークショップ形式の

「守山小学校後利用検討ミーティング」を実施しまとめられた提案や、説明会及び区民意

見募集を踏まえて、守山小学校後利用方針が策定された。守山小学校後利用方針では施設

の活用方針として以下の内容が示されている。 

 

【基本方針】 

検討ミーティングでの提案を踏まえ、守山小学校が地域において果たしてきた防災拠点

としての機能、子どもが集う場としての役割を継続することを基本とする。 

後利用方針は、既存施設の有効活用を中心に検討した内容とし、中長期的には、守山小

学校周辺を含めた代田地区の街づくりを進め、改めて検討していく。 

 

① 守山小学校と東大原小学校の統合に伴う「下北沢小学校」の仮校舎として暫定利用後、

既存施設の有効活用を基本とし、引き続き地域住民との意見交換を重ねながら、防災拠

点、集会施設、保育施設、障害者施設等の複合施設として整備する。 

 

② 大原保育園を移転し、併せて在宅で子育てをしている保護者の相談業務等を行うなど、

地域の子ども達の保育環境の向上を図る。 

 

③ 大原福祉作業所を移転し、障害者の通所訓練施設として整備する。 

 

④ 高齢者をはじめ、周辺住民が気軽に集い、多世代の交流や地域活動に活用できる区民集

会施設を整備する。また、周辺住民が集い、現在の校庭・体育館で行われているレクリ

エーション活動や地域活動を継続できるように検討する。 

 

⑤ 子ども達の遊び場や居場所として活用できないか、運営方法も含めて検討する。 

 

⑥ 現在あるビオトープや樹木などの自然を可能な限り残し、活用できるように検討する。 

 

⑦ 避難場所、防災倉庫、防火水槽等災害時の避難所としての防災機能は、引き続き維持す

る。 

 

⑧ 「守山」の名を残すことやメモリアルスペースについて、検討する。 
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⑨ 施設内の配置等は基本構想策定時に検討する。 

 

⑩ 施設運営方法について、地域が運営に参加できる仕組みを基本構想策定時に検討する。 
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３－２．施設整備の基本方針と配慮項目 

 

基本構想検討委員会での検討の結果、以下を施設整備の基本方針及び配慮項目とする。 

 

（１）区立保育園（拠点保育園） 

  ・対象園児は１～５歳児とし、定員は１３０名程度とする。 

  ・地域の在宅子育て家庭を支援するため、おでかけひろばを整備する。 

  ・保育園はセキュリティ確保のため、園庭・建物は、他の施設とは独立した区画・出 

入口とする。 

【配慮項目】 

①園児の安全安心に配慮した計画とする。 

  ②近隣住宅等の環境に配慮した計画とする。 

 

（２）福祉作業所 

・対象利用者は主に知的障害者 18～65 歳とし、定員は 46 名とする。 

・食品製造（クッキー、コーヒー等）、受注作業（雑誌付録詰め、封入封緘等）、物品 

制作、縫い物（ミシン使用）、公園清掃等の外作業を行う。 

・法令上、一人当りの作業スペースは 3 ㎡必要である。作業室の面積は、定員 46 名が 

十分に活動できるスペースを確保する。 

【配慮項目】 

①利用者及び物品の搬入出の導線に配慮した計画とする。 

  ②近隣住宅等の環境に配慮した計画とする。 

 

（３）子どもたちの居場所となり、近隣の住民が集える施設（地域コミュニティの拠点） 

周辺には子どもたちが自由に遊ぶことのできる屋外空間が不足していることから、 

  校庭を広場として活用し、子どもたちや地域の方が自由に利用できるようにする。ま

た、これまで学校が担ってきた地域コミュニティ拠点としての機能を継承し、多世代

の地域住民が気軽に集い、交流や活動を行うことができる施設として整備する。 

【配慮項目】 

①学校の校庭・体育館で行われているレクリエーション活動や地域活動を、できるだ

け維持できるようにする。 

②広場は、子ども達や地域住民が自由に遊ぶことができるようにする。 

③環境について学び、自然に親しむことのできる施設とする。 

    ・現存する樹木やビオトープ、畑を可能な限り残す。 

    ・省エネや自然エネルギーの活用など、環境に配慮した改修計画とする。 
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④地域住民が主体となった施設運営を行う。そのために(仮称)運営協議会を組織する。

また、運営に必要な会議を行ったり、備品を保管したりするスペースを確保する。 

（４）防災の拠点 

災害時の防災拠点として小学校がこれまで担ってきた機能を引き続き維持できる 

よう整備する。 

【配慮項目】 

①避難所としての機能を維持・整備する。 

② 防災倉庫、防火水槽、マンホールトイレ等を維持・整備する。 

 

（５）守山小学校の記憶の継承 

   地域住民や卒業生の思い出・記憶を継承できるよう整備する。 

【配慮項目】 

①「守山」という名を継承する。 

②卒業制作や小学校の物品等を展示するメモリアルコーナーを整備する。 

③ 「守山テラス」の記憶を継承する外部空間を整備する。 

 

（６）既存建物の有効活用と機能の複合化に配慮した施設 

既存建物を有効活用し、施設整備に要する経費を極力抑えることを基本とする。 

また、複合化のメリット・デメリットに配慮した計画とする。 

【配慮項目】 

①既存建物に手を加えることなく使用できるものは、できるだけそのまま使用する。 

②施設相互で共有できるスペースや設備は共有し、効率化を図る。 

③各施設の運営時間等に配慮した計画とするとともに、保育園の安全に十分配慮し 

た計画とする。 

④施設相互の交流に配慮した計画とする。 
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第４章 計画条件の検討 

４－１．敷地条件 

（１） 用途地域等 

所在地 ：世田谷区代田 6 丁目 21 番 5 号 

敷地面積：7,667 ㎡ 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

高さ制限：10ｍ 

建ぺい率：50% 

容積率 ：150% 

高度地区：第１種高度地区 

防火地域：準防火地域 

日影規制：4h-2.5h／1.5ｍ 

地区計画：世田谷区環七沿道地区計画 大原・羽根木地区計画 

 

（２） 接道 

北側：法 42 条 1 項 5 号 認定幅員 4.0ｍ 現況幅員 3.70ｍ （道路後退不要） 

南側：法 42 条 2 項 認定幅員 4.0ｍ 現況幅員 3.50ｍ （道路後退済） 

 

（３） 敷地の様子 

 

 

 

 

 

 

南から校庭を見る          西から校舎棟と体育館棟間を見る   南から東側隣地境界付近を見る 

 

 

 

 

 

 

 

東から校舎棟北側を見る       東から北西側隣地境界付近を見る   南東から校舎棟北側の通用門を見る 

 

（４） 現況図 （次頁） 
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